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◇はじめに
　「どろがわいも」と呼ばれるイモが、古くから天川村で栽培されていました。しかし近年では品種
改良を重ねたおいしいジャガイモに押され、いつしか栽培する人が激減し、平成23年の災害の被害
も受けて、ピーク時では村内で栽培者１人という時期もありました。
　このイモは見た目は薄いピンク色の皮で煮崩れしにくいという特徴をもっていました。そこで専門
機関へ調査を依頼すると、天川村固有の品種ということが判明し、絶やしてはならないということで
農業委員を中心に「どろがわいも」の試験栽培を実施することとなりました。
　また遊休農地の解消を図る為、天川村役場近くの現在耕作されていない農地をお借りして試験栽培
場としました。

◇４月10日（木）農地の復元

・面積約500㎡。
・大きなカヤが生えている。
　※近隣住民が長く生えていたカヤを刈ってくれていた。
・�マルチを敷いて草が生えないようにしていたが、月日が
経ち土の中にマルチやカーペット・ブルーシート等が埋
もれていた。

１、雑草・カヤの除草作業・カヤの根を掘り起こす　　 ２、耕運機で徐々に土をおこす（２回〜３回）

３、農地の復元

VOL.1

今後の作業予定
・土づくり
・防護柵設置（電気柵）
・種イモ植え
※試験的にどろがわいもの秋植えも考えています。
※�どろがわいもの他にヒエやアワ等を植える予定を
しています。
※�試験場の一部を利用して小学生とサツマイモ栽培
体験を計画中。

　農地の状況

　活動の状況

天川村農業委員会だより
〜天川村特産物奨励事業〜
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　観光シーズンの幕開けとなる第26回天川村名水まつりを洞川エコミュージアムセンター周辺
において４月29日（祝・火）に開催いたしました。
　今年も、「自然を学ぶ、自然に親しむ」をメインテーマに、毎年好評の親子アメノウオ釣り大
会をはじめ、野草の観察と山菜の試食会、水生昆虫の観察会、ストーンペイント教室、木の枝ク
ラフト教室という４つの自然体験コーナーを実施しました。
　残念ながら当日の天候が雨だったため、参加者は昨年に比べかなり少なかったのですが、その
分ゆったりと体験して頂きました。
（親子アメノウオ釣り大会：88名、自然体験コーナー：計97名）
　また、会場内に設置しました「参加協力金箱」には合計17,858円の募金をいただきました。

　専門の講師の先生のアドバイスを受けながら、子どもから大人まで、参加者同士のふれあいを
通じて豊かな天川の自然を満喫していただいたことと思います。
　ご協力いただきました各種団体のみなさま、ありがとうございました。

　身近なものも、やり方・見方を変えると、けっこう楽しいですよ！

「天川村名水まつり」の開催結果について
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　今年もまもなく梅雨を迎えますが、みなさまの家庭での災害への備えは大丈夫でしょうか。
　５月初めには、各ご家庭に地区の防災マップをお配りさせていただきましたが、出水期を前に各ご
家庭で今一度、家の周りの安全点検をお願いします。また、災害時いざという時にはどこへ避難する
のか、普段から話し合っておくようにしましょう。

　平成25年度において整備を進めていました中央地
区・洞川地区の防災備蓄倉庫が完成しました。
　これにより、村内全地区において地域の方々が３〜５
日間生活できるだけの水・食糧を備蓄しています。
　なお、担架やレスキューセットなどの資機材、毛布な
ど避難所で必要となる物品も備蓄していますので、今後
みなさまの地区で行われる避難訓練などの際に確認して
くださいますようお願いします。
　また、みなさまのご家庭でも非常持出袋の確認など災
害への備えをしてください。

防災 てんかわ
第23回
◆ 災害への備えは万全ですか ◆

中央・洞川地区の防災備蓄倉庫が完成しました

　今年度も村内数地区において、避難訓練を計画してい
ただいております。
　村では、地区の方々のご協力をいただきながら「自分
の命は自分で守る」をテーマに防災対策に取り組んでお
りますが、災害時の備えとして、みなさま方一人一人
が、実際に防災訓練で避難や避難所生活などを体験して
いただくことが最も効果的だと考えます。
　みなさまの地区で避難訓練が実施される場合には、積
極的に参加くださるようお願いします。

地区で実施される避難訓練に
参加しましょう

村立体育館防災倉庫（洞川）

天川村山村開発センター防災倉庫（沢谷）天川小学校防災倉庫（沢谷）

南日裏防災倉庫
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　全国瞬時警報システム（Jアラート）とは、武力攻撃に関する有事情報や緊急地震速報など、
対処に時間的余裕のない緊急情報が国から発信された場合、人工衛星を介してその情報を受信
し、防災行政無線のスピーカーから24時間体制で自動的に放送するシステムです。
　放送する緊急情報は、次のとおりです。

　尚、天川村では、全国瞬時警報システムの全国一斉の緊急情報伝達訓練を下記のとおり実施す
る予定です。

日時：平成26年６月５日（木）午前10時15分
　当日は、戸別受信機や屋外のスピーカーより大音量で音声が流れますが、大切な試験ですので
ご理解・ご協力よろしくお願いします。

①緊急地震速報（震度５弱以上に限る）
　※�緊急地震速報については、直下型の地震が発生した場合など、揺れの前に間に合わ
ないといった技術上の限界があることから、放送が遅れたり、行わない場合があり
ます。

②弾道ミサイル情報

　この大会は、消防団員の消防操法技術の向上と士気の高揚を図り、なおかつ、火災時における
迅速的確な消火活動をすることを目的に、２年に１回開催されています。
　開催される種目は、消防車を使うポンプ車操法の部と、本村が出場する可搬式小型ポンプを使
う小型ポンプ操法の部の２つがあります。
　本村は、吉野郡９町村の代表として県内12市郡選抜チームで競い、優勝したチームは全国大
会に出場となります。
　現在、村の代表として選ばれた操作員６人は、８月
21日の本大会に向けて、消防署の指導のもと４月23日
から毎週3回（月・水・金）の夜間練習に励んでいます。
　役場駐車場や旧天川小学校の体育館で、５月の３週目
までは、整列や敬礼などの礼式訓練と基礎体力づくり
を、４週目以降は、ホースや吸管を使用した練習をして
います。
　本番に向けてますます訓練は厳しくなりますが、頑張
りますので応援よろしくお願いします。

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の訓練をします

奈 良 県 消 防 操 法 大 会
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・平成26年４月から消費税率が８％へ引き上げられました。
・増税による負担を緩和するため、低所得者や子育て世帯を対象に給付金が支給されます。
・この措置は暫定的・臨時的なものであり、給付金は１回きりの支給となります。
・現在、天川村役場では給付に向けた準備を進めているところです。
・具体的な給付の方法や時期が決まり次第、広報紙などでお知らせします。

※両方の給付金の受給条件に当てはまる方は、臨時福祉給付金のみ支給されます。

●子育て世帯臨時特例給付金
・子育て世帯を対象とした給付金です。

●臨時福祉給付金
・所得の低い方を対象とした給付金です。

・どちらの給付金も平成26年１月１日時点で住民登録がされている市町村で支給されます。
・�平成26年１月２日以降に引越し等で天川村に転入されてきた方は、１月１日に住民登録があった
市町村へお問い合わせください。
・平成26年１月２日以降に生まれた方や、１月２日以降に亡くなった方は支給対象外となります。

○子育て世帯臨時特例給付金
・�平成26年１月分の児童手当（特例給付を含む）を受給している方で、平成25年の所得が児童手当
の所得制限限度額に満たない方

ただし，以下の場合などは対象外です。

・臨時福祉給付金に該当する場合
・生活保護制度の被保護者となっている場合

●臨時福祉給付金
・平成26年度村民税均等割が非課税の方

ただし、以下の場合は対象外です。

・課税されている人の扶養親族等の場合
・生活保護制度の被保護者となっている場合

1 給付金の種類

2 給付金の支給対象者

子育て世帯臨時特例給付金・臨時福祉給付金のお知らせ
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※給付金は特別な事情がない限り、金融機関の口座への振り込みで給付します。

○子育て臨時特例給付金
・対象児童１人につき10,000円

●臨時福祉給付金
・対象者１人につき10,000円

支給対象者のうち、次のいずれかに該当する場合は１人につき5,000円が加算されます。

・老齢基礎年金，障害基礎年金，遺族基礎年金等の受給者など
・児童扶養手当，特別障害者手当等の受給者など

・これらの給付金は、対象者からの申請によって給付されるものです。
・対象者であっても申請が行われないと給付はされませんので、ご注意ください。
・申請手続き（方法や時期等）は、詳細が決まり次第、お知らせします。

児童手当を受給している公務員の方へ

・�公務員（国家公務員・地方公務員）の方においても、子育て世帯臨時特例給付金は、平成26年１
月１日時点の住所地の市町村役場で支給されます。

※給付金の受給は、上記住所地の市町村役場で申請が必要です。

・給付要件等は、公務員の方も公務員でない方も同じです。
・�ただし、申請には、所属庁から交付される「子育て世帯臨時特例給付金申請書」と「児童手当（特
例給付）受給状況証明書」を使用します。これらの書類が職場で交付されましたら、申請開始時期
まで大切に保管してください。

お問い合わせ先　健康福祉課　☎６３−９１１０

3 給付金額

4 申請方法
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保 健 事 業 の お 知 ら せ

　今月は、いよいよ各種健診（検診）が始まります！実施日が近づきましたら、お申し込みいただいた方に
個別にご案内を送付します。正確な検査結果をえるためにも、注意事項を守って受診してください。各検診
の実施日は、次の通りです。みなさんのお越しをお待ちしています！

　お子さま同士の遊び場に、また保護者の方の交流の場に、皆さまのお越しをお待ちしております。詳しく
は、後日郵送しますご案内をご確認ください。

○参加対象・・・生後４ヶ月〜幼稚園入園前までの親子
○内　　容・・・園児のお兄ちゃんやお姉ちゃんとの交流会
○持 ち 物・・・うわばき、タオル、お茶、着替え（汚れた時用）　など

＊＊＊＊＊＊＊＊　　　送迎を希望される方は、前日までにご連絡ください　　＊＊＊＊＊＊＊

　６月より乳がんの個別検診の受付を実施しています。受診を希望される人は下記までお申込み下さい。今
まで乳がん検診を受けたことがない方、乳房に心配のある方、特にこれまでの検診で「経過観察」や「要精
密検査」などの判定の方は、積極的に受診ください。
　○受　診　対　象：天川村に住民票をおく、40歳以上の女性
　　　　　　　　　　※受診回数は２年に１度とされています。
　　　　　　　　　　昨年受診された方は今年度受けることができません。
　○受　診　病　院：町立大淀病院
　　　　　　　　　　※受診を希望される病院に各個人でご予約の上、受診ください。
　○個 人 負 担 金：1,500円
　○申 込 み 方 法：ほほえみポート天川窓口へお越し下さい。受診券を発行します。
　○申込み受付期間：平成27年２月28日まで

　　※�また、日ごろの自己検診が乳がんの早期発見にはとても重要です。正しい方法を理解し、日ごろから
実施するよう心がけてください。

　　※自己検診の方法についてのパンフレットをご希望の方は下記までご連絡ください。

うさちゃんくらぶのお知らせ

健診（検診）が始まります！

日　　程 時　　間 会　　場 申込み

６月11日（水） 10：00〜11：00 天川幼稚園 要

乳がん個別検診のご案内

子宮（頸部）がん検診 ６月17日（火）

特定健康診査
後期高齢者健康診査
大腸がん検診 ・肺がん検診
肝炎検診・骨粗しょう症検診

６月18日（水）、19日（木）
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　６月より子宮がん個別検診の受付を実施しています。この検診は、直接医療機関で検診を受けていただく
個別検診を実施しています。子宮がん検診（集団）に、体調不良などで受診できなかった人もこの機会にぜ
ひ受診ください。詳しくは、下記までお問い合わせください。
　○受　診　対　象：天川村に住民票をおく、20歳以上の女性。
　○受　診　病　院：奈良県下で子宮がん（婦人科）検診を実施している医療機関
　　　　　　　　　（個人でご予約の上、受診してください。）
　○個　人　負　担：2,000円
　○申 込 み 方 法：ほほえみポート天川窓口へお越し下さい。
　　　　　　　　　　受診券を発行します。
　○申込み受付期間：平成27年２月28日まで
　　　�　下記の生年月日に当てはまる方は平成26年度の個人負担が無料

となります。この機会に是非受診して下さい。

　私たちの命をつなぐ食事、家族や友人との楽しい会話など、私たちのなにげ
ないひとときを支えている大切な歯。
　近年、予防歯科という考えがますます重要になってきました。大切にすれ
ば、一生自分の歯で過ごすことができます。
　黙って働くあなたの歯への感謝を、毎日の習慣にしてみてみませんか？

　臨床心理士による心の健康相談会を開催します。一人で抱えている悩みのある方、気持ちがすっきりとせ
ず不安のある方など、どなたにもお申込みいただけます。相談は無料で、個別相談となっておりますので、
予約制です。相談を希望される方は、下記までお申込みください。相談の内容などの秘密は、固く守られま
す。この機会をぜひご利用ください。

子宮がん個別検診のご案内

歯の衛生週間・・・６月４日〜10日

☆心の健康相談のご案内

開　催　日�：�６月30日（月）　　　会　　場�：�ほほえみポート天川
内　　　容�：�個別相談（臨床心理士の先生お１人との相談となります。）

検診や教室等の内容や申込み方法、その他、疑問な点やご不明な点につきましては、
ほほえみポート天川　保健師までお問い合わせ下さい。

連絡先　☎63−9110

乳がん検診
40歳　昭和48年４月２日〜昭和49年４月１日
45歳　昭和43年４月２日〜昭和44年４月１日
50歳　昭和38年４月２日〜昭和39年４月１日
55歳　昭和33年４月２日〜昭和34年４月１日
60歳　昭和28年４月２日〜昭和29年４月１日

子宮がん検診
20歳　平成５年４月２日〜平成６年４月１日
25歳　昭和63年４月２日〜平成元年４月１日
30歳　昭和58年４月２日〜昭和59年４月１日
35歳　昭和53年４月２日〜昭和54年４月１日
40歳　昭和48年４月２日〜昭和49年４月１日
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閉　　　　館　　　　日

閉　　　　館　　　　日

閉　　　　館　　　　日

閉　　　　館　　　　日

　　　 国保診療所・ほほえみポート天川　　・ごみ収集　６月の予定表

日 曜日

国　保　診　療　所

午　前
（受付 午前8：30

〜11：00）

午　後
（受付 午後1：30

〜3：30）
（木曜日のみ午後2：00〜3：30）

ほほえみポート天川

保　　健　　事　　業

ご
み
収
集

 16 月 診　　察 診　　察  燃　焼

 17 火 診　　察 検 査 日 子宮がん検診 資源１

 18 水 診　　察 診　　察 特定健診

 19 木   診察（松村医師）  診察（西尾医師） 特定健診 不　燃

 20 金 診　　察 診　　察  燃　焼

 21 土

 22 日

 23 月 診　　察 診　　察  燃　焼

 24 火 診　　察 検 査 日  資源１

 25 水 診　　察 診　　察 

 26 木 休　　診  診察（西尾医師）  資源２

 27 金 診　　察 診　　察  燃　焼

 28 土

 29 日

 30 月 診　　察 診　　察 心の健康相談 燃　焼

見える所に貼り、ご活用下さい。

（予約）
粗　大

（予約）
粗　大
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閉　　　　館　　　　日

閉　　　　館　　　　日

閉　　　　館　　　　日

閉　　　　館　　　　日

　　　 国保診療所・ほほえみポート天川　　・ごみ収集　６月の予定表

閉　　　　館　　　　日

日 曜日

国　保　診　療　所

午　前
（受付 午前8：30

〜11：00）

午　後
（受付 午後1：30

〜3：30）
（木曜日のみ午後2：00〜3：30）

ほほえみポート天川

保　　健　　事　　業

ご
み
収
集

 １ 日 

 ２ 月 診　　察 診　　察  燃　焼

 ３ 火 休　　診 検 査 日  資源１

 ４ 水 診　　察 診　　察  

 ５ 木   診察（松村医師）  診察（西尾医師）  不　燃

 ６ 金 診　　察 診　　察  燃　焼

 ７ 土 

 ８ 日 

 ９ 月 診　　察 診　　察  燃　焼

 10 火 診　　察 検 査 日  資源１

 11 水 診　　察 診　　察 うさちゃんくらぶ10：00〜 

 12 木 休　　　　　診  すこやか健診14：00〜 資源２

 13 金 休　　　　　診   燃　焼

 14 土 

 15 日 

＊医師が不在の時は、投薬できませんので、薬の切れる方は、早めに受診して下さい。

（予約）
粗　大

（予約）
粗　大
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世界遺産登録10周年記念事業

　本年７月に「紀伊山地の霊場と参詣道」が世界遺産登録10周年事業を迎え、弘法大師（空海）が
修行した道を走るトレイルランニングレースが下記のとおり２コースで開催され、200名のランナー
が参加します。

記

　日　　時　　平成26年６月29日（日）

　○ショートコース　洞川〜高野山「金剛峯寺」42.4ｋｍ
　　　ＡＭ８：00スタート
　　（詳細行程）
　�「洞川温泉センター前」→旅館街→小南峠→扇形山→切抜峠→天狗倉山→高城山→武士ケ峯→
　　乗鞍岳→天辻峠→出屋敷峠→天狗木峠→陣ケ峰→桜峠→高野山「金剛峯寺」

　○ロングコース　吉野山「金峯山寺」　〜　高野山「金剛峯寺」55.7ｋｍ
　　　ＡＭ６：00スタート
　　�吉野山「金峯山寺」→金峯神社→四寸岩山→九十丁→大天井ケ岳→小南峠→扇形山→切抜峠→
　　天狗倉山→高城山→武士ケ峯→乗鞍岳→天辻峠→出屋敷峠→天狗木峠→陣ケ峰→桜峠→
　　高野山「金剛峯寺」

トレイルランニングレースin弘法大師の道が開催されます

弘法大師の道
ルート図
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　天川村の鮎は美しく冷たい川で育つため、香りが良く、大きくなりすぎないため、知る人ぞ知る
隠れた特産品です。村では、天川村漁業協同組合と協賛して「天の川鮎まつり」を開催します。村
民のみなさん是非お誘いあわせの上お越し下さい。

記
　日　　時　平成26年６月22日（日）午前９時00分〜午後３時00分
　場　　所　天川村山西（天川薬湯センターみずはの湯）
　内　　容　・鮎釣り大会＆村田満トークショー（漁業協同組合主催）
　　　　　　　参加費　2,000円（オトリ２尾込）
　　　　　　・鮎のつかみどり（１回500円）
　　　　　　・鮎の塩焼き販売（１匹500円）
　　　　　　・とれたて野菜など特産品の販売（小路の駅てん出張販売）
　主　　催　天川村
　協　　賛　天川村漁業協同組合

【申込み・問合せ先】〒638‒0431　奈良県吉野郡天川村洞川784‒32　洞川エコミュージアムセンター
　　　　　　　　　☎0747‒64‒0999　℻0747‒64‒0888〈E-mail〉eco@vill.tenkawa.lg.jp
※　参加費の一部は天川村の自然を守る「山癒の里基金」に寄附させていただきます。

洞川エコミュージアムセンター洞川エコミュージアムセンター洞川エコミュージアムセンター

6月14日（土）10：00〜16：00
　簡単登頂で山岳展望が開け、また貴重な植物がある観音峯になぜか「ジキタリス」が？皆さんの
お力で少しでも繁殖を食い止めたい！お力添えを！！
　作業時間　80分程度　いいことがあるかも？
　歩行時間　計約３時間。標高1285ｍまで（初心者から）（※少雨決行）
【講　　師】自然公園指導員　平　恵子氏
【集合場所】天川村役場駐車場　　　　【定　員】30名
【持 ち 物】弁当・水筒・帽子・タオル・雨具・登山（作業）の服装等【参加費】1,000円（小中学生半額）

観音峯を守れ！外来種「ジキタリス」引抜きボランティアツアー

天の川鮎まつりの開催について
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１．森林の土地所有者となった方は届出が必要です
　平成23年４月の森林法改正により、平成24年４月１日以降、新たに森林の土地の所有者となった
方は市役所・町村役場への事後の届出が義務付けられました。新しく森林の所有者となられた方は、
届出が必要となります。これは、行政が森林所有者に対し森林の整備等に関する助言を行ったり、事
業体が間伐等をする場合に効率的に森林整備ができるよう、森林の土地の所有者の把握を進めるため
です。

２．届出対象
　◆届出対象者
　　�　個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、届出をしなけれ

ばなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した方については、
届出は不要です。

　◆届出対象区域
　　　届出が必要な区域は、「地域森林計画」の対象となっている森林です。
　�　※地域森林計画対象森林については、市役所、町村役場、県庁（林業振興課）又は県の出先機関
　（振興局林務課）で確認することができます。

３．届出時期
　所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある都道府県知事・市町村長に届出を行いま
す。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の
共有物として届出をする必要があります。

４．届出先・届出内容
　届出先は、取得した土地が所在する市役所・町村役場（林務担当窓口）です。
　天川村は担当窓口より届出書の様式をお渡しします。
　届出書には、新たな所有者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土
地の住所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
　添付書類として、登記事項証明書（写し可）又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる
書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

※詳しくは、産業建設課・農林グループ（☎：６３−０３２１　内線１３２）まで
　お問い合わせください。

森林の土地の所有者となった旨の届出制度について
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　４月５日から４月15日まで『交通事故のない、やすらぎの大和路づくり』をスローガンに春の
交通安全運動による各行事が実施されました。
　村内主要交差点での街頭指導では、天川村交通安全母の会の役員により作成された啓発物品の
「アクリルたわし」を配布させていただきました。また、交通安全協会の役員を中心にカーブミラ
ーの点検や清掃等を実施しました。ご協力いただきました皆様、どうもありがとうございました。
引き続き交通安全に努めて下さい。

カーブミラー清掃（交通安全協会） ４月７日、14日　街頭指導

投票日は　７月６日（日）です

◆立候補届出日（告示日）
　平成26年７月１日（火）
　午前８時30分から午後５時00分まで
　天川村山村開発センター��２階��農林研修室
◆立候補予定者説明会
　平成26年６月17日（火）
　午前10時00分から
　天川村山村開発センター��２階��農林研修室
◆立候補届出書類の事前審査
　平成26年６月24日（火）
　午前９時00分から午前11時00分まで
　天川村山村開発センター��２階��農林研修室

天川村選挙管理委員会
☎：６３−０３２１

春の交通安全運動が実施されました

天川村農業委員会委員選挙
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【これまでは】
　未支給年金（亡くなった方が受け取れるはずであった未払いの年金）を受け取ることのできる遺族
の範囲は、亡くなった方と生計を同じくしていた「配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」で
した。

【平成26年４月からは】
　これまでの遺族の範囲に加えて、「それ以外の３親等内の親族（甥・姪、おじ・おば・子の配偶者
など）」までに広がりました。
　※平成26年４月１日以後の死亡が対象となります。

≪新たに未支給年金を受け取れる遺族≫

【手続き方法は】
　役場または、年金事務所に請求書を提出して下さい。

日本年金機構・天川村

６月１日は、人権擁護委員法が施行された日です。
「みんなで築こう人権の世紀　～考えよう相手の気持ち　育てよう思いやりの心～」

　毎年６月１日を「人権擁護委員の日」と定め、人権思想の普及高揚を図ることを目的として、各地
で人権相談所が開催されます。
　五條人権擁護委員協議会では次のとおり特設人権相談所を開設いたしますので、ご気軽にご相談下
さい。
特設人権相談所
　日　時　平成26年６月３日　火曜日　午後１時〜午後３時まで
　場　所　天川村山村開発センター　住民ホール
　相談員　天川村人権擁護委員　　梶本清英��委員　　南たづ子��委員
　※�人権擁護委員は、いつでも皆さんの相談に応じています。相談は無料で難しい手続きも無く相談

内容の秘密は守ります。お気軽にご利用下さい。
　※法務局の常設相談所の全国統一電話番号　ナビダイヤル　０５７０−００３−１１０

１親等 子の配偶者・配偶者の父母

２親等 孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母

３親等 曽孫、曽祖父母、曽孫の配偶者、甥・姪、おじ・おば、甥・姪の配偶者
おじ・おばの配偶者、配偶者の曽祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者のおじ・おば

未支給年金を受け取れる遺族の範囲が拡大されます

人権擁護委員制度をご存知ですか？
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野
保
健
所　

母
子
・
健
康
推
進
係

　

Ｆ
Ａ
Ｘ
：
０
７
４
７
︱
52
︱
７
２
５
９

参
加
費　
無
料

お 

問
い
合
わ
せ
先

　

吉
野
保
健
所　

母
子
・
健
康
推
進
係

　

☎
：
０
７
４
７
︱
64
︱
８
１
３
４

　

（
月
～
金　

午
前
９
時
～
午
後
５
時
）

逆
流
性
食
道
炎

　

�

６
月
１
日
〜
７
日
は
、

　

Ｈ
Ｉ
Ｖ
検
査
普
及
週
間
で
す

　

�

が
ん
患
者
サ
ロ
ン
『
よ
し
の
』

　

開
催
の
お
知
ら
せ

　
�

平
成
26
年
度
税
務
職
員
募
集
の

お
知
ら
せ



1�

お し ら せ

　

お
気
軽
に
ご
利
用
下
さ
い
。
な
お
、
健
康

相
談
は
無
料
相
談
の
み
で
、
診
療
・
検
査
等

は
行
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ

め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

目
の
健
康
相
談
（
眼
科
医
会
）

　

６
月
10
日
（
火
）
午
後
２
時
～
午
後
３
時

予
約
不
要

整
形
外
科
に
関
す
る
健
康
相
談

　
　
　
　
　
　
（
整
形
外
科
部
会
）

　

６
月
17
日
（
火
）
午
後
２
時
～
午
後
３
時

※
受
付
締
切　
　

６
月
16
日
（
月
）

精
神
科
に
関
す
る
健
康
相
談

　
　
　
　
（
精
神
神
経
科
部
会
）

　

�

６
月
19
日
（
木
）

　

午
前
10
時
30
分
～
午
前
11
時
30
分

　
内
科
疾
患
に
関
す
る
健
康
相
談

　
　
　
　
　
　
　
　
（
内
科
部
会
）

　

６
月
25
日
（
水
）
午
後
２
時
～
午
後
３
時

　
皮
膚
科
に
関
す
る
健
康
相
談

　
　
　
　
　
　
（
皮
膚
科
部
会
）

　

６
月
26
日
（
木
）

　

午
後
２
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分

　
場 　
所
：
奈
良
県
医
師
会
館
・
１
階　

県
民

健
康
サ
ー
ビ
ス
室
（
近
鉄
大
和
八
木
駅
か

ら
北
へ
徒
歩
７
分
）

お
問
い
合
わ
せ
先

　

〒
６
３
４
︱
８
５
０
２

　

�

橿
原
市
内
膳
町
５
︱
５
︱
８

　

奈
良
県
医
師
会
各
主
催
部
会

　

☎
０
７
４
４
︱
22
︱
８
５
０
２

　

平
成
27
年
度
か
ら
使
用
さ
れ
る
小
学
校
の

教
科
書
な
ど
を
次
の
教
科
書
セ
ン
タ
ー
（
分

館
）
等
で
展
示
し
ま
す
。

■
展
示
場
所

　
�

・
吉
野
小
学
校
（
吉
野
町
上
市
）
・
川
上

中
学
校
（
川
上
村
人
知
）
・
下
北
山
小
学

校
（
下
北
山
村
寺
垣
内
）
・
十
津
川
第
一

小
学
校
（
十
津
川
村
小
原
）
・
野
迫
川
村

山
村
振
興
セ
ン
タ
ー
（
野
迫
川
村
北
股
）

■
展
示
期
間

　

６
月
13
日
（
金
）
～
７
月
11
日
（
金
）

　

�　
　
　
　
　
　
　
　

午
前
９
時
～

　

学
校
及
び
山
村
振
興
セ
ン
タ
ー
終
業
時

　

※�

学
校
及
び
山
村
振
興
セ
ン
タ
ー
が
休
み

の
日
は
閲
覧
で
き
ま
せ
ん
。

　

�

な
お
、
県
立
教
育
研
究
所
（
田
原
本
町
秦

庄
）
等
に
お
い
て
も
展
示
し
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

下
市
町
教
育
委
員
会　

☎
52
︱
１
７
１
１

　

天
川
村
教
育
委
員
会　

☎
63
︱
０
３
２
１

予
約
必
要

予
約
必
要

予
約
必
要

予
約
必
要

　

日
本
遺
族
会
は
、
「
戦
没
者
遺
児
に
よ
る

慰
霊
友
好
親
善
事
業
」
の
参
加
者
を
募
集
し

て
い
ま
す
。

　

同
事
業
は
、
厚
生
労
働
省
か
ら
補
助
を
受

け
実
施
し
て
お
り
、
先
の
大
戦
で
父
等
を
亡

く
し
た
戦
没
者
の
遺
児
を
対
象
と
し
て
、
父

等
の
戦
没
し
た
旧
戦
域
を
訪
れ
、
慰
霊
追
悼

を
行
う
と
と
も
に
、
同
地
域
の
住
民
と
友
好

親
善
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま

す
。

　

費
用
は
、
参
加
費
と
し
て
９
万
円

　

日
程
等
の
詳
細
は
日
本
遺
族
会
事
務
局

　

☎
03
︱
３
２
６
１
︱
５
５
２
１
ま
で

　

お
申
し
込
み
は
、
お
住
ま
い
の
各
都
道
府

県
遺
族
会
へ

〈
旧
満
州　

西
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア　

旧
ソ
連

　

�

マ
リ
ア
ナ
諸
島　

東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

（
1
次
）　

ト
ラ
ッ
ク
・
パ
ラ
オ
諸
島　

ボ
ル
ネ
オ
・
マ
レ
ー
半
島　

フ
ィ
リ
ピ
ン

（
1
次
）　

ソ
ロ
モ
ン
諸
島　

ミ
ャ
ン
マ

ー
（
1
次
）　

台
湾
・
バ
シ
ー
海
峡　

東

部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
（
2
次
）
ミ
ャ
ン
マ

ー
・
イ
ン
ド
（
2
次
）　

フ
ィ
リ
ピ
ン

（
2
次
）　

中
国

特 
定
地
域　
西
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア　

ビ
ス
マ

ー
ク
諸
島　

マ
ー
シ
ャ
ル
・
ギ
ル
バ
ー
ト

諸
島

① ② ③ ④

　

�

教
科
書
展
示
会
の
開
催
に
つ
い

て

　
�

奈
良
県
医
師
会
の
学
術
部
会
が

行
な
う
健
康
相
談
の
お
知
ら
せ

　

�

戦
没
者
遺
児
に
よ
る
慰
霊
友
好

親
善
事
業
の
実
施
に
つ
い
て



1�

　４月28日、吉野警察署・安全教育サポートセンターの方々に来ていただき、交通安全教室を実施し
ました。道路の渡り方、信号について、バスの中でのルールなど交通ルールや自分の身を守る方法や
防犯ブザーの使い方を、楽しくわかりやすく教えていただきました。お話しの後は、横断歩道や信号
機を使って実際に歩く練習をしました。
　これから天川も観光シーズンに入り、交通量も多くなります。子ども達が交通事故にあわないよう
に各家庭や地域でもご指導・ご協力お願いします。

幼稚園だより

交通安全教室

腹話術でも子ども達に交
通ルールの大切さを教え
ていただきました。

車は急に止まれません！

右見て　左見て　右見て　後ろ見て！

バスの中では、立ち歩きません！

バスを降りてもすぐ道を横切りません！
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人口　1,586人（±０）	 男　745人（＋１）	 女　841人（−１）	 世帯数　712戸（−１）

26.24トン	　前月比：102.14％　	前年同月比：081.06％

「天川人」で取材をさせていただく方を募集しています。自薦・他薦を問いませんので、役場広報係までご連絡ください。
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03.97トン	　前月比：183.80％　	前年同月比：093.85％

07.72トン	　前月比：144.30％　	前年同月比：096.79％ 02.52トン	　前月比：185.29％　	前年同月比： 84.28％

　
５
月
に
ア
ユ
の
放
流
が
は
じ
ま
り
、
１
ヶ
月
後
の
解
禁
日
に
は
、

大
勢
の
ア
ユ
釣
り
客
で
村
内
は
賑
や
か
に
な
り
ま
す
。
ア
ユ
は
、

き
れ
い
な
川
で
し
か
生
え
な
い
苔
を
エ
サ
と
し
て
お
り
、
生
息
条
件

が
難
し
い
魚
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
事
は
清
流
天
ノ
川
の
美
し
さ
を

物
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
今
回
の
天
川
人
は
、
漁
協
組
合
の
組
合

長
を
さ
れ
て
い
る
小
川
彰
信
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

漁
協
組
合　

組
合
長

小お　

川が
わ　

彰
し
ょ
う　

信し
ん 

さ
ん

今
年
の
放
流
に
つ
い
て

　

ア
マ
ゴ
は
例
年
並
み
で
４
ト
ン
、
３
年
前
の
台
風
で
被
害
を
受
け
た
が
、
幸
い
に
も
復
旧
が
早
く
川
も
き
れ
い
に
戻
っ
て
い

る
。
ま
た
災
害
の
影
響
で
お
客
さ
ん
が
減
る
と
思
わ
れ
た
が
、
右
肩
上
が
り
で
増
加
し
て
い
る
。
そ
こ
で
ア
ユ
は
前
年
よ
り

２
０
０
㎏
増
加
、
水
温
も
上
が
っ
て
き
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
成
長
し
て
釣
り
を
楽
し
め
る
大
き
さ
に
な
る
と
思
う
。

仕
事
に
対
す
る
思
い

　

奈
良
県
で
は
、
魚
と
言
え
ば
、
ア
ユ
、
ア
マ
ゴ
、
金
魚
で
あ
り
、
天
川
で
は
ア
ユ
と
ア
マ
ゴ
の
２
種
類
の
放
流
を
行
っ
て
お

り
、
胸
を
張
っ
て
や
っ
て
い
る
。
県
内
外
で
も
釣
り
場
が
減
っ
て
き
て
お
り
、
村
外
の
人
、
県
外
の
人
た
ち
の
期
待
も
背
負
っ

て
い
る
と
思
う
。
そ
し
て
こ
の
事
業
を
通
し
て
地
元
の
子
供
達
に
県
を
代
表
す
る
魚
が
い
て
、
天
川
に
は
き
れ
い
な
川
が
あ
る

と
い
う
事
を
知
っ
て
も
ら
い
、
ふ
る
さ
と
に
誇
り
を
も
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
の
活
動
に
つ
い
て

　

天
川
村
は
天
の
国
、
木
の
国
、
川
の
国
と
い
う
事
で
、

観
光
Ｐ
Ｒ
を
し
て
い
る
が
、
漁
協
は
川
の
部
分
を
支
え
て

い
る
と
自
負
し
て
い
る
。
川
遊
び
が
で
き
、
魚
が
泳
ぐ
川

が
あ
っ
て
こ
そ
天
川
で
あ
り
財
産
で
も
あ
る
。
そ
れ
故
、

河
川
の
美
化
活
動
に
力
を
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

高
齢
化
、
過
疎
化
が
進
み
難
し
い
と
思
う
が
、
河
川
を

守
る
後
継
者
を
育
て
、
皆
に
関
心
を
も
っ
て
も
ら
い
、
天

川
の
財
産
を
守
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。


